
平
成
二
十
年
四
月
四
日
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領

答
弁
第
二
二
四
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
二
四
号

平
成
二
十
年
四
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
九
九
年
に
キ
ル
ギ
ス
で
起
き
た
日
本
人
誘
拐
事
件
の
際
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る
身
代

金
を
否
定
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
九
九
年
に
キ
ル
ギ
ス
で
起
き
た
日
本
人
誘
拐
事
件
の
際
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る

身
代
金
を
否
定
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
文
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
面
会
・
会
談
」
に
は
、
日
本
側
か
ら
は
、
角
崎
利
夫
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
（
当
時
）
及
び

在
キ
ル
ギ
ス
日
本
国
大
使
館
職
員
一
名
が
出
席
し
、
キ
ル
ギ
ス
側
か
ら
は
、
ア
カ
エ
フ
大
統
領
（
当
時
）
が
出
席
し
た
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
身
代
金
」
は
話
題
に
出
て
い
な
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
議
会
よ
り
御
指
摘
の
「
議
事
録
」
の
提
供
が
な
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

外
務
省
と
し
て
、
そ
の
提
供
を
拒
否
さ
れ
た
と
の
事
実
は
確
認
し
て
い
な
い
。

六
、
七
及
び
九
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
者
が
マ
ド
マ
ロ
フ
・
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
議
会
議
長
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
年
二
月
十
九

日
に
御
指
摘
の
「
申
し
入
れ
」
を
行
い
、
在
キ
ル
ギ
ス
日
本
国
大
使
館
職
員
一
名
が
同
席
し
て
お
り
、
イ
ブ
ラ
イ
モ
フ
・
キ

ル
ギ
ス
共
和
国
外
務
省
次
官
に
つ
い
て
は
同
月
二
十
一
日
に
御
指
摘
の
「
申
し
入
れ
」
を
行
い
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十

年
三
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
八
六
号
）
十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
キ
ル
ギ
ス
側
も
こ

れ
と
同
様
の
認
識
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
等
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
、

相
手
国
と
の
関
係
も
あ
り
、
差
し
控
え
た
い
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
申
し
入
れ
」
を
記
録
し
た
文
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
。

十
か
ら
十
三
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
平
成
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
日
程
で
四
島
交
流
の
枠
組
み
で
北
方
領
土
を

訪
問
し
た
訪
問
団
に
同
行
し
た
御
指
摘
の
外
務
省
職
員
が
殴
打
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
主
に
そ
の
者
か
ら
提
出
さ
れ
た

報
告
書
及
び
診
断
書
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
と
当
時
判
断
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
議
員
と
局
長
（
当
時
）
と
の

や
り
取
り
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
書
及
び
診
断
書
等
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
同
局
長
に
確
認
し
た
も
の
で

二



あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
四
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
一
〇
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お

答
え
し
た
理
由
に
よ
り
、
御
指
摘
の
部
長
（
当
時
）
に
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

十
四
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
十
四
条
に
基
づ
く
質
問
に
対
し
て
誠
実
に
答
弁
し

て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

十
五
か
ら
二
十
ま
で
に
つ
い
て

例
え
ば
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
書
類
等
の
保
存
期

間
は
、
五
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
支
出
の
詳
細
等
に
係
る
文
書
の
保
存
期
限
は
経
過
し
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て

は
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


